
☆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
と
貧
困
問
題

国
内
を
取
り
巻
く
状
況

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
国
内
の
感
染
者
は
一
万
八
〇
一
八
人
、
死
者
は
九
三
五
人
に
達
し

ま
し
た
（
六
月
十
一
日
現
在
）

◆
緊
急
事
態
宣
言
は
解
除
さ
れ
た
も
の
の
、
政
府
の
不
手
際
で
感
染
は
収
ま
ら
ず
経
済
は
深
刻

な
打
撃
を
受
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
る
解
雇
や
雇
い
止
め
は
二
万
五
四
〇
人
、
完
全
失

業
者
は
一
八
九
万
人
に
達
し
、
な
お
増
え
続
け
て
い
ま
す
（
５
月
末
政
府
発
表
）

◆
特
に
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
派
遣
と
い
っ
た
非
正
規
雇
用
者
の
生
活
は
深
刻
で
、
中
で
も

貧
困
率
５
０
％
超
え
の
母
子
家
庭
へ
の
救
済
は
一
刻
の
猶
予
も
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

安
倍
政
権
の
対
策
を
検
証
す
る

◆
政
権
は
「
緊
急
事
態
宣
言
」
解
除
と
同
時
に
第
二
次
補
正
予
算
案
（

兆
円
）
を
打
ち
出
し

３２

ま
し
た
が
、
「
事
業
規
模
一
一
七
兆
円
」
「
今
年
度
の
予
算
総
額
はG

D
P

の
四
割
、
二
百
兆

円
」
と
規
模
の
大
き
さ
を
誇
示
し
て
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
貧
困
者
に
届
く
の
で
し
ょ
う
か
。

◆
政
府
が
出
す
お
金
（
実
は
国
債
で
ま
か
な
う
国
民
か
ら
の
借
金
）
が
３
２
兆
円
で
、
企
業
な

ど
が
そ
れ
を
元
に
動
か
す
お
金
全
体
が
事
業
規
模
で
す
。

対
策
の
不
手
際
続
出

◆
一
人
一
律
十
万
円
の
現
金
給
付
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
ト
ラ
ブ
ル
で
六
月
五
日
現
在
五
四

の
自
治
体
が
受
付
を
停
止
し
ま
し
た
。

◆
「
ア
ベ
ノ
マ
ス
ク
」
に
か
か
っ
た
お
金
は
四
百
六
六
億
円
、
そ
の
上
、
汚
れ
な
ど
の
回
収
で

追
加
予
算
が
十
六
億
円
と
の
こ
と
。
そ
し
て
浜
松
市
の
大
部
分
で
は
ま
だ
届
い
て
い
ま
せ
ん
。

◆
弱
小
事
業
者
が
一
日
で
も
早
く
ほ
し
い
「
雇
用
調
整
助
成
金
」
は
、
相
談
が
三
十
八
万
件
、

申
請
が
六
万
件
を
超
え
た
の
に
、
手
続
き
が
煩
雑
で
支
給
は
僅
か
三
万
件
に
留
ま
っ
て
い
ま

す
（
五
月
二
八
日
現
在
）
。

い
ま
優
先
課
題
は
何
か

◆
今
年
一
～
三
月
のG

D
P

は
マ
イ
ナ
ス
２
・
２
％
で
、
四
～
六
月
予
想
は
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
時
よ
り
悪
い
マ
イ
ナ
ス
１
８
％
と
い
う
予
測
が
出
て
い
ま
す

◆
こ
の
様
な
状
況
の
中
で
、
最
も
顕
著
に
表
れ
る
の
が
経
済
格
差
で
あ
り
、
最
も
打
撃
を
受
け

る
の
が
母
子
家
庭
な
ど
の
貧
困
者
で
す

◆
私
た
ち
は
コ
ロ
ナ
感
染
対
策
と
共
に
、
貧
困
者
そ
し
て
弱
小
事
業
者
の
救
済
を
最
優
先
に
取

り
組
む
こ
と
を
、
政
府
に
求
め
ま
す
。

二
〇
二
〇
年
六
月
十
四
日
（
日
）
護
憲
平
和
行
進
（
通
算
６
４
０
回
目
）

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五

★
月
例
護
憲
平
和
行
進

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合

u 軍事費を削ってコロナ対策に！ ◆

浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松 で検索



日
本
国
憲
法
前
文
よ
り

〔
平
和
的
生
存
権
〕

わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に

ま
ぬ

生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

憲
法
第
二
十
五
条

〔
生
存
権
、
国
の
義
務
〕

全
て
の
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。

国
は
、
全
て
の
生
活
部
面
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及

び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


